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町ホームページ

東日本大震災　新地町追悼式
町では、 東日本大震災で亡くなられた方々を

追悼し、 復興への誓いを新たにするため、 震災

から 15 年となる３月 11 日に追悼式を開催しま

す。

また、 地震発生時刻の 14 時 46 分にサイレ

ンを鳴らします。 １分間の黙とうを捧げていただ

きますようお願いします。

日　時 ３月 11 日㈬　14 時開場

会　場 文化交流センター 「観海ホール」

対　象 ご遺族 ・ 招待者 ・ 一般参列者

その他 無宗教 ・ 献花形式

◎問い合わせ
総務課　総務係 （電話 ： ６２ー２１１１）

ごみ収集日、ごみの出し方（分別）の確認方法について
ごみ収集日やごみの出し方（分別）については、町ホームページで確認

できるほか、県が運営する福島県環境アプリでも確認が可能です。
アプリにはごみ収集日の通知機能がついているため、ごみの出し忘れ

を防ぐことが出来ます。まずは一度お試しください。

◎問い合わせ 町民生活課　生活環境係
　　　　　　　　　　（電話：６２－２１１６） アプリ

　
新
地
町
物
価
高
騰
対
応

　

生
活
支
援
給
付
金
に
つ

　
い
て

町
で
は
、
物
価
高
騰
に
伴
う
家

計
支
援
と
し
て
、
基
準
日
に
新
地

町
に
住
民
登
録
が
あ
る
方
を
対
象

に
、
１
人
当
た
り
５
千
円
を
給
付

し
ま
す
。

給
付
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
、

２
月
13
日
に
「支
給
要
件
確
認
書
」

を
発
送
し
て
い
ま
す
。

「
支
給
要
件
確
認
書
」
の
振
込

先
欄
に
口
座
情
報
の
記
載
が
な
い

方
は
、
申
請
書
の
提
出
が
必
要
で

す
。
振
込
を
希
望
す
る
口
座
を
記

入
の
う
え
、
必
要
書
類
を
添
付
し

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

基
準
日　
　

令
和
８
年
１
月
１
日

申
請
期
限
３
月
10
日
㈫

支
給
日　

３
月
25
日
㈬

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

保
健
福
祉
課　

福
祉
係

☎
６
２
ー
２
９
３
１

詳細は
こちらから

町ホーム
ページ

詳細は
こちらから
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自動車などの廃車、名義変更・住所変更手続きはお早めに
自動車税 （種別割）、 軽自動車税 （種別割） は、 毎年４月１日現在、 課税台帳に登録されている所

有者 （割賦販売の場合は使用者） に課税されます。 車両を譲渡した、 廃車したなど登録内容に変更

がある場合は、 ３月末までに必ず手続きを行ってください。

また、 所有者が亡くなられた場合は、 相続される方への名義変更または抹消登録などの手続きが

必要です。 該当する場合は、 忘れずに手続きをお願いします。

なお、 避難先などへの郵便物の転送を希望される方は、 最寄りの郵便局へ 「転居届」 を提出して

ください。

※場合により必要書類等が異なります。 届出先に必ず確認し、 手続きを行ってください。

◎問い合わせ
   自動車税 （種別割） について　　県相双地方振興局県税部 （電話 ： ２６－１１２７）

    軽自動車税 （種別割） について　　町税務課　資産税係 （電話 ： ６２－２１１９）

車種 届出先
必要書類等

名義変更 廃車

・ 小型特殊自動車

（農耕用トラクタ、 フォーク

リフト等）

・原付バイク （125cc 以下）

・ 特定小型原動機付自転車

役場税務課

☎ 62-2119

・ 譲渡証明書

・ 届出者の本人確認書類

・ ナンバープレート

・ 届出者の本人確認書類

三輪 ・ 四輪の

軽自動車

軽自動車検査協会

福島事務所

☎ 050-3816-

1837

南相馬自家用

自動車組合

☎ 23-2850

手続き代行可

（別途手数料

が必要）

・ 自動車検査証 （車検証）

・ 新所有者の住民票

・ 自動車検査証 （車検証）

・ ナンバープレート

・ 使用済自動車引取証明書

軽二輪

（125cc 超～

250cc 以下）

国土交通省

東北運輸局

福島運輸支局

☎ 050-5540-

2015

・ ナンバープレート

・ 軽自動車届出済証

・ 新所有者の住民票

・ 譲渡証明書

・ ナンバープレート

・ 軽自動車届出済証

二輪の小型自動車

（250cc 超）

・ 自動車検査証 （車検証）

・ ナンバープレート

・ 新所有者の住民票

・ 譲渡証明書

・ 自動車検査証 （車検証）

・ ナンバープレート

普通自動車

・ 自動車検査証 （車検証）

・ ナンバープレート

・実印 （印鑑登録しているもの）

  （新所有者、 旧所有者）

・ 印鑑登録証明書

  （新所有者、 旧所有者）

・ 新所有者の住民票

・ 譲渡証明書

・ 自動車保管場所証明書

  （車庫証明書）

・ 自動車検査証 （車検証）

・ ナンバープレート

・ 実印 （印鑑登録しているもの）

・ 印鑑登録証明書

詳細は
こちらから
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農
地
へ
の
堆
肥
・
鶏
ふ

　
ん
等
の
散
布
に
つ
い
て

町
民
の
皆
さ
ま
へ

農
地
へ
の
堆
肥

・
鶏
ふ
ん
等
の

散
布
は
、
農
作
物
の
作
付
け
時
期

に
行
わ
れ
る
作
業
で
あ
り
、
健
全

な
生
育
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
一
方

で
、
散
布
の
際
に
は
気
象
条
件
等

に
よ
り
、
臭
い
が
住
宅
地
等
へ
流

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

農
地
周
辺
に
お
住
い
の
皆
さ
ま

に
は
、
窓
の
開
閉
な
ど
で
ご
不
便

を
お
か
け
す
る
こ
と
が
あ
る
か
と

思
わ
れ
ま
す
。

町
と
し
て
も
、
引
き
続
き
関
係

機
関
や
農
業
者
と
連
携
し
、
環
境

に
配
慮
し
た
家
畜
ふ
ん
尿
の
適
正

処
理
に
つ
い
て
指
導
を
行
う
と
と

も
に
、
堆
肥

・
鶏
ふ
ん
等
の
散
布

時
の
注
意
点
に
つ
い
て
周
知
し
て

ま
い
り
ま
す
。

皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

農
家
の
皆
さ
ま
へ

堆
肥

・
鶏
ふ
ん
等
の
散
布
は
、

農
作
物
の
健
全
な
生
育
に
必
要
な

作
業
で
あ
る
一
方
、
毎
年

「
悪
臭
」

や

「
道
路
汚
損

(
運
搬
中
に
こ
ぼ

れ
た
堆
肥
等
)
」
の
苦
情
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。

良
好
な
農
村
環
境
を
維
持
す
る

た
め
、
散
布
に
当
た
っ
て
は
、
次

の
点
に
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
完
熟
し
た
堆
肥

・
鶏
ふ
ん
等
を

使
用
す
る
こ
と

・
風
向
き
に
注
意
し
、
近
隣
住
宅

地
へ
十
分
配
慮
す
る
こ
と

・
臭
気
の
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
、

散
布
後
は
直
ち
に
耕
起
し
、
土

壌
と
混
和
す
る
こ
と

(
雨
天
に
よ
り
耕
起
で
き
な
い　

こ
と
が
な
い
よ
う
、
天
候
に
も

注
意
す
る
こ
と
)

・
や
む
を
得
ず
農
地
等
に
堆
積
し

　
２
０
２
６
年
度　
国
家

　
公
務
員
「
国
税
専
門
官

　

採
用
試
験
」（
大
学
卒

　
業
程
度
）
の
お
知
ら
せ

仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す

る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
国

税
専
門
官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

国
の
財
政
を
支
え
る
国
税
専
門

官
に
、
あ
な
た
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

受
験
資
格

①
平
成
８
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

17
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
者

②
平
成
17
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
者
で
、
次
の
い
ず
れ　

か
に
該
当
す
る
者

⑴
大
学

(
短
大
を
除
く
。)
を
卒

業
し
た
者
ま
た
は
令
和
９
年
３

月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見

込
み
の
者

⑵
人
事
院
が
⑴
に
掲
げ
る
者
と
同

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

申
込
期
限　
３
月
23
日
㈪
ま
で

申
込
方
法　
受
験
申
し
込
み
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
と
す
る
。

国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報

N
A

V
I

(h
t
t
p

s
:/

/
w

w
w

.

jin
ji.g

o
.jp

/
s
a

iy
o

/
s
a

iy
o

.

h
tm

l

)

第
１
次
試
験
日　
５
月
24
日
㈰

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

仙
台
国
税
局　

人
事
第
二
課

試
験
研
修
係

☎
０
２
２
-
２
６
３
-
１
１
１
１

人
事
院
東
北
事
務
局

☎
０
２
２
-
２
２
１
-
２
０
２
２

詳細は
こちらから

　
令
和
８
年
度
地
域

　
農
業
再
生
協
議
会

　
職
員
募
集

町
地
域
農
業
再
生
協
議
会
で

は
、
令
和
８
年
度
の
事
務
職
員
を

次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

職
名　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
員

採
用
予
定
人
数　
１
名

勤
務
内
容

水
田
の
作
付
状
況
を
シ
ス
テ
ム
へ

入
力
す
る
作
業
、
再
生
協
議
会
事

務
作
業

募
集
条
件

基
本
的
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
出
来

る
こ
と

(
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
ワ
ー

ド
・
エ
ク
セ
ル
等
)

任
用
期
間

令
和
８
年
４
月
１
日
〜
令
和
９
年

３
月
31
日

勤
務
時
間　
月
13
日
程
度

８
時
30
分
〜
16
時
30
分

(休
憩
時
間
12
時
〜
13
時
)

(祝
日
は
除
く
)

報
酬　
日
額　

８
,
０
３
０
円

募
集
期
間　
３
月
６
日
㈮
ま
で

選
考
方
法

書
類
審
査

・
面
接
試
験

(面
接
日

は
書
類
審
査
後
に
直
接
通
知
し
ま

す
)

申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
産
業
振
興
課
に
備
え

付
け
の
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す

※
申
込
書
の
返
却
は
し
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

産
業
振
興
課　

農
林
水
産
係

☎
６
２
-
２
１
９
４

詳細は
こちらから

て
保
管
す
る
場
合
は
、
ブ
ル
ー

シ
ー
ト
等
で
覆
い
、
臭
気
の
拡

散
や
堆
肥

・
鶏
ふ
ん
等
の
流
出

を
防
ぐ
こ
と

・
道
路
に
出
る
際
は
、
タ
イ
ヤ
や

作
業
機
等
に
付
着
し
た
堆
肥
や

土
を
必
ず
落
と
す
こ
と

・
道
路
を
汚
し
た
場
合
は
、
必
ず

清
掃
す
る
こ
と

◎
問
い
合
わ
せ

産
業
振
興
課　

農
林
水
産
係

☎
６
２
-
２
１
９
４
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新地町奨学資金のお知らせ
～令和８年度奨学生募集のご案内～

   町では、 令和８年度奨学生 ( 令和８年４月より貸付開始 ) を募集します。 新地町に住所があ
る学生 ・ 生徒で、 経済的な理由で修学が困難な方に、 奨学資金を貸し付けしていますのでご
利用ください。

　〇奨学資金の概要

　〇出願方法
　  下記の書類を新地町教育委員会 （教育総務課） へ提出してください。 ( 各１部 )

　　　１　奨学資金貸付願書 （連帯保証人欄には印鑑登録証明書の印鑑を押印）
　　　２　履歴書
　　　３　在学証明書 （既に在学中の方） または、 合格通知書の写し （４月入学予定の方）
　　　４　住民票 （本人の住民票抄本）
　　　５　連帯保証人の印鑑登録証明書および納税証明書 （滞納なし証明書）
　　　※１および２については、 教育総務課に用紙があります。 なお町ホームページおよび
　　　   町教育委員会ホームページからも出願様式をダウンロードできます。

　〇申込期限
　　　令和８年３月 19 日㈭

　〇注意事項
　　　 ・ 国、 県または他の団体から同種類の奨学資金の貸付けを受けている場合は、 貸付け　
　　　   を受けることが出来ません。
　　　 ・ 申込の際は、 ２人の連帯保証人 （１人は本人の父母等、 他の１人は、 原則町内に住所
　　　   を有し独立の生計を営む方で、 共に奨学資金返済の責を負い得る方） が必要となりま  
         す。
　　　 ・ 貸付内定後に 「誓約書 ・ 健康診断書 ・ 口座振込依頼書」 の書類 （用紙は教育総務課　
　　　   から郵送されます） と 「振込口座通帳の写し」 の提出が必要になります。

　〇新地町奨学金返還支援事業について
　　　奨学資金返還にあたり、 新地町に定住し就労している方については、 返還金相当額
　　　（年間 18 万円限度） が助成される制度があります。

◎申し込み・問い合わせ　教育総務課　学校教育係 （電話 ： ６２－４４７７）

奨学資金の額

大学 （短期大学を含む） 以上の在学者 月額 30,000 円

高等専門学校および

修業年限２年以上の専修学校在学者
月額 20,000 円

高等学校在学者 月額 15,000 円

貸与期間 在学する学校の正規の修業期間

利子 無利子貸与

送金方法 　原則として、 毎月 15 日までに本人名義の指定口座へ送金します。

返還方法
　貸付を受けた月数の３倍の期間内での月賦返還となります。

　返還は、 卒業 （貸付終了 ) の６ヵ月を経過した月から開始となります。

　ただし、 上級学校に進学した場合は、 申請により返還が猶予されます。

詳細は
こちらから
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ミ ニ ク ッ キ ン グ
2026年3月7日(土) ・ 3月8日(日)

１０：００～１２：００
内 容 : 餃子の皮にチーズなどをトッピングして

ミニピザを作ってみよう！
(調理時間 約２０分程度)

定 員 : 各日２０名(合計４０名)

対 象 : ３歳以上 ※小学生以下は保護者同伴

参 加 費 : 無 料

申込方法 : 当日受付

場 所 : わくわくランド ふれあいキッチン

※写真はイメージです

チョコバナナ
ピザもつくれるよ！

※なくなり
次第終了

★時間：10：10～15：00
（最終入場14：30）

※12：00～13：00はお休み

★場所：多目的ホール

★定員：なし(20分交替制）
※混雑時は整理券配布

★対象：どなたでも

R6.10.9〜R11.10.8 動物取扱責任者高橋秀洋
石巻ペットセンター展示 2404853003号

★時 間： ①10：00～10：30
②10：50～11：20
③11：40～12：10
④13：30～14：00
⑤14：20～14：50

★場 所：ふれあいキッチン

★定 員：各回8名

★対 象：3歳以上

＜申込方法＞

インフォメーションでの

事前受付（先着順）

2/21（土）10：00～受付開始
※1回の申込みにつき1組4名まで

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

★時間：10：30～12：00 

14：00～15：30

★場所：エントランスホール

★定員：70名
※所要時間20分程度
※混雑時は整理券配布

★対象：3歳～小学生

日頃よりご利用いただいているお客様や地域の方々へ感謝の気持ちを込めて
感謝祭を開催いたします。
ご来館お待ちしております♪
※小学生以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。

3月1日(日)

★時間：10：00～15：30

★場所：展示室・エントランスホール

★定員：なし

★対象：どなたでも

くじ引きに挑戦いただけます
※お一人につき1回まで
※くじ引きは数に限りがございます

※イラストはイメージです。

クイズラリー参加のお客様

わくわくランドイベント情報

わくわくランド公式

Instagramアカウントを

開設しました！
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交通事故相談
 日　時　３月２日㈪

　
10 時～ 16 時　

 場    所　役場１０１相談室

◎問い合わせ　町民生活課　生活環境係

                　　（電話 ： ６２－２１１６）

行政相談
 日　時　 ３月１０日㈫

　　　　　　９時 30 分～ 11 時 30 分

 場　所　保健センター

 ◎問い合わせ　総務課　総務係 

                 　　（電話 ： ６２－２１１１）

心配ごと相談
 日　時　３月２日㈪ ・ １０日㈫ ・ 23 日㈪

　　　　  　９時 30 分～ 11 時 30 分

 場　所　 保健センター　

◎問い合わせ　社会福祉協議会

               　　（電話 ： ６２－４２１３）

無料法律相談所
　町では、 「無料法律相談所」 を開催します。

　 相談を希望される方は予約をお願いします。

日　時　３月１７日㈫　14 時～ 16 時

場　所　役場 101 相談室

相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士

内　容　生活に関する悩みや、 消費生活に関

　　　　   すること

◎予約・問い合わせ
　
町民生活課　生活環境係

　　　　　　　　　        　   （電話 ： ６２－２１１６）  

農作物等被害対策によるイノシシ捕獲数

　
　町では、 農作物等鳥獣被害対策として、 イノシシの

捕獲活動を実施しています。 有害鳥獣捕獲隊の活動

にご理解ご協力をお願いします。

　また、 事故防止のため、 捕獲用の箱罠等には近づ

かないようにお願いします。

自家消費野菜等の放射性物質測定結果
１月測定なし

　町では、 自家消費野菜等の放射性物質測定を行っ

ています。
　検査を希望される方は持込方法をご確認の上、 予

約をお願いします。

持込方法　
・ 検査物は 500 ｇ以上必要です

・ 検査物を細かくする （５㎜以下のみじん切り）

◎予約・問い合わせ　産業振興課　農林水産係

　　　　　　       　　　（電話 ： ６２ー２１９４）

休日在宅当番歯科医

 １日㈰　 草野歯科
（原町区）  ☎２４- ３６６３

 ８日㈰　 ヒロシ歯科クリニック
（相馬市）☎３５- ０５６７

 15 日㈰    相良歯科医院
（鹿島区）☎６７- ２５２５

 20 日㈮    八巻歯科医院
（相馬市）☎３５- ３０６１

 22 日㈰    松本歯科医院
（原町区）☎２４- １６８７ 

  29 日㈰    わたなべ歯科クリニック
（相馬市）☎３６- ２３４５

   診療時間　９時～ 16 時

３月

休日在宅当番医

 １日㈰　 杉本医院
（相馬市）  ☎３６- ３６５０

 ８日㈰　 ふなばし内科クリニック
（相馬市）☎３５- １５００

 15 日㈰    早川医院
（相馬市）☎３７- ３５００

 20 日㈮    八巻クリニック 
（相馬市）☎３７- ７１１７

 22 日㈰    やまぐち小児科医院
（相馬市）☎３７- ８８１５ 

  29 日㈰    桜ヶ丘さいとう整形外科    
（相馬市）☎３５- １３３３

   診療時間　９時～ 16 時

捕獲数（頭）
１月捕獲数 ８

令和７年度累計捕獲数 139

おしごと相談会
　ふくしま生活 ・ 就職応援センターでは、 「おしごと相

談会」 を開催します。 相談は無料です。

　相談を希望される方は予約をお願いします。

日　時　３月 19 日㈭

　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

場　所　役場 101 相談室

内　容　就職活動に対する相談や履歴書、 職務経歴　
　　　　書の書き方など

◎予約・問い合わせ
　ふくしま生活 ・ 就職応援センター南相馬事務所

　（電話 ： ２３ー１２３９）


